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現

新

現 ※１年延伸

新

子どもの生活に関する実態調査（子どもの
貧困対策事業）
平成３１年度で現状を把握し、平成３３年度を始期とする
次世代育成支援行動計画に、子どもの生活に関する実
態調査の結果を踏まえて、子どもの貧困対策の方針を盛
り込みます。
※独立した計画ではなく、行動計画に章として盛り込むイ
メージ

新 調査

現

新 調査

計画
策定

第１期

第２期多賀城市次世代育成支援行動計画について

第５次（前期） 第５次（後期）

子ども・子育て支援事業計画

子ども・子育て支援法第６１条第１項に基づく「市町村子
ども・子育て支援事業計画」として位置づけられる法定計
画（策定は義務）

定める事項／教育・保育、地域子ども・子育て支援事業
の量の見込みと、それに対応する提供体制の確保の内
容及び実施時期について

多賀城市総合計画

次世代育成支援行動計画（子どもの貧困対策
を含む）

次世代育成支援対策推進法第８条に基づく「市町村行
動計画」として位置づけられる計画（策定は努力義務）

定める事項／地域における子育ての支援、母性並びに
乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の
健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成
する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確
保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世
代育成支援対策の実施に関すること

第６次（前期）

第２期

次期計画

第１期

第２期

計画策定

計画策定

27年度～31年度までの5年間

32年度～36年度までの5年間

27年度～31年度までの5年間を1年延伸

33年度～37年度までの5年間

次の理由から計画期間を１年延伸し、終期を平
成32年度とします。

①第６次総合計画と合わせ、複合的に検討する
ことで、子ども・子育ての環境整備をさらに推
進し、総合的な子ども・子育て支援策の推進を
図ることにつながる。
②第５次総合計画の成果指標を基準値や目標値
としている項目が多い。

次世代育成支援行動計画に、子ども

の貧困対策の方針を盛り込む

17年度～26年度までの10年間

総合計画・次世代育成支援行

動計画との整合性を図るために、

必要に応じて見直しを行う


